
　　　　　　　　　　　　　　　　平成２３年度の事業計画書

　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特定非営利活動法人　エキスパートチャリティアソシエーション

１　事業実施の方針

　　　　　・児童福祉、社会福祉法人等への寄付を通じ、広く社会に貢献する。

　　　　　・本法人の事業内容は以下の通りで、着実に実行していく。

　　　　　・支援先の決定は選考委員会の審査・選考による。

２　事業の実施に関する事項
　　　（特定非営利活動に係る事業）

　　単位：千円

定款の事業名 具体的な事業内容（支援先） 実施時期 対象 支出見込額

１）子ども支援事業 ・児童養護施設の運営支援

・施設から自立するこども達 ・平成23年6月 ・児童養護施設

　の奨学、生活支援  ～24年3月 　及びNPO法人

・国際社会での子どもに係る教育 　等 73,300

　健康管理に対する支援

・社会福祉施設の運営支援

２）社会福祉支援事業 ・障がい者、高齢者への支援 ・平成23年6月

・障がい者、高齢者の自立生活 　～24年3月 ・ＮＰＯ法人等 2,000

　支援を行う団体に対する支援

３）人道支援事業 ・各国の貧困に苦しむ人々

　並びに難民の自立支援 ・平成23年6月 ・NPO法人等 16,500

・非人道行為に対する相談 　～24年3月 　　　　

　事業の支援

・被災者救援　・被災地復興支援

４）環境保護支援事業 ・地球上の緑化活動に対する ・平成23年6月

　支援 　～24年3月 ・NPO法人等 8,400

・環境破壊防衛活動に対する

　支援

５）社会貢献活動の体感 ・義援金の募集及び支援先の決定 ・平成23年4月 ・東日本大震災の被

　　ボランティア活動の 　並びに送金 　　～5月  災県が設置する 4,580

　　支援事業 　義援金受付窓口

６）その他、この法人の ・会報誌の作成および配布 ・平成23年4月

　　目的を達成するため ・その他広報活動 　～24年3月 ー 7,840

　　に必要な事業

　　　　　　　計 112,620

　　　　　　　　（前年比　３５５％）


